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駐車用ストッパーボタン

手元ブレーキ
調節

持ち手高さ調節ピン

(左右にあります)
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注　意

禁　止
●持ち手と手元ブレーキの

間に指を入れたまま、ブ
レーキ操作をしないでく
ださい。

注　意
◎手元ブレーキは自動車の

ブレーキとは構造上違い
ますので、過信しないで
ください。

持ち手を持ったまま、手元ブレーキをギュッと握るとブレーキが掛
かります。急な下り坂でも、ゆったり速度で歩けて安心です。

手元ブレーキの掛け方
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持ち手の高さ調節

キャスター回転止め
□と□を上げると
固　定
A B1 キャスター回転止め

□と□を下げると
360度回転
A B3

キャスター回転止め
□だけを下げると
左右40度回転
A2

キャスター回転止めA
キャスター回転止めB
キャスター回転止めA

キャスター回転止めB
キャスター回転止めA

キャスター回転止め□と□の調
節で、前輪を　で固定、　で左
右 40 度に回転、　で 360 度
に回転、の状態に設定できます。

A B

１ 2
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★左右同じ高さに調節して下さい。
杖傘止めバンドがじゃまになる場合は、はずして調節して下さい。

高さ調節ピンに被せて
ある固定プラを上に持
ち上げます。

ハンドルを引き上げて
好きな高さに合わせる。

高さ調節ピンを引き抜く

穴に合わせて高さ
調節ピンを差し込
み、固定プラをは
め込む。

固定プラを
上に持ち上
げる 高さ調節ピン

高さ調節ピン

高さ調節ピン

固定プラ

固定プラ

固定プラ

① ②

③ ④

持ち手の高さが5段階　簡単に調節できます。



注　意
階段やエスカレーターなど
では、折りたたんで持ち運
びしてください。
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禁　止



禁　止

注　意
やむをえず本製品から離れ
る場合は、必ず駐車用スト
ッパーを掛けてください。

持ち手内側のボタンを押せば、駐車
用のストッパーが掛かります。ロック
の解除は手元ブレーキを握るだけ。
歩く、停止、ブレーキがすべて手元で
操作できます。

駐車用
ストッパー
ボタン
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巾44×奥行61×高さ83.5/85.5/87.5/89.5/91.5cm
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W

巾44×奥行30×高さ92.5cm

45cm
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本　　　社　東大阪市御厨西ノ町1丁目 5-4　〒 577-0037
　　　　　　  TEL.06-6788-8928（代）FAX.06-6788-8939

東京営業所　東京都江東区住吉 1-1-2　〒 135-0002

　　　　　　TEL.03-3631-3501（代）FAX.03-3631-7016

お客様相談室　東大阪市御厨西ノ町 1 丁目 5-4　〒 577-0037

　　　　　　 TEL.06-6618-1409

サービス係　　大阪 TEL.06-6787-2468

（旧社名 象印ベビー株式会社）
製品安全基準認定工場

株式会社

SGマークが表示されたシルバーカーは
安心してお使いいただけます。

SGマーク制度は、SGマーク付き製品の欠陥により発生した、
人身事故に対する賠償制度です。

別欄の項目を事故が発生した日から60日以内に下記の協会
または協会が指定するところに届けてください。

製品安全協会　
〒110-0012　東京都台東区竜泉2-20-2
ミサワホームズ三ノ輪2階　Tel.03-5808-3300

●認定したシルバーカーそのものが故障しても、その品質に
ついて保証するというものではありません。あくまでも傷害な
ど身体的な損害について賠償する制度です。
●生産物賠償責任保険の保険金は、それぞれ実情をよく調査し
て、身体的な損害（人的損害）について賠償することになります。

■事故の届出についてのご注意

■製品の欠陥により事故が起きた場合

事故の原因となったSGマーク表示の製品
（イ）製品の名称 （ロ）製品の購入先､購入年月
事故発生の状況
（イ）事故発生年月日 （ロ）事故発生場所 （ハ）事故発生状況
被害の状況
（イ）被害者の氏名､年齢､職業､住所　
（ロ）被害の状況と程度

①

②

③

事故の届出に必要な項目

★ただし、保証期間はご購入後３ヵ年です。

この商品の保証期間はお求めの日より1ヵ年です。
保証期間内には、部品の欠品、不良加工などメーカーの責任によるものは無償修理をいたします。
使用者の責任によるものは実費修理といたします。
次の項目は無償サービスから除外されます。
　　 車体の自然劣化（メッキや塗装は時々手入れを必要とします）。
　　 袋のキズや破れ。
　　 間違った使い方や手入れ不良によるもの。
　　 タイヤ、車輪の自然消耗。
　　 使用者の造作変更によるもの。
　　 災害・事故などによるもの。
　　 実費修理に要する運賃などの諸経費。
一度使用したものは原則として製品のお取り替えはできません｡
製品についての各種お問い合わせは、お求めの店またはメーカーに直接ご連絡ください。

①
②

③

④
⑤

ご購入より３ヵ年経過した製品についても修理はいたしますが、修理した製品についての品質、安全の保証はいたし
かねます。ただし、製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理ができないこともあります。

保証基準


